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消費者裁判手続特例法に基づく
初の被害回復裁判で勝訴！！

お知らせ：次号は5月15日（金）発行です

　2018 年に発覚した東京医科大学

の不正入試問題。女子学生や浪人

生等を不利にする得点調整が行われ

たことで多くの受験生が不利益を受

けました。この少額多数の消費者被

害に対し、特定適格消費者団体の消

費者機構日本は 2016 年に施行され

た消費者裁判手続特例法に基づく初

の被害回復裁判として、2018 年12

月に受験料などの返還を求め提訴し

ました。

　2020 年 3月 6日、裁判所は性別

や年齢等の属性によって差別するこ

とは法の下の平等を定めた憲法の趣

旨に反し、このような選考基準を予

め明らかにしなかったことは不法行為にあたるとして、東京医科大学の受験料返還義務を認め、原告被

告ともに控訴せず判決は確定しました。今後は 2段階目の手続きとなる簡易確定手続に入ります。

東京医科大不正入試、受験料返還義務を認める判決が確定

（消費者機構日本による会見）




